
「勉強会②『美郷雪華』の挿し木について」を開催します
開 催 日◆9月19日㈭
対 象 者◆「美郷雪華」を栽培し、将来的に出荷・販売し
　　　　　たいと考えている農業者（興味のある方も）
申込期限◆9月17日㈫

集合時間◆午後1時30分までに美郷町役場第2庁舎
　　　　　201会議室に集合してください。勉強会後、
　　　　　ほ場に移動します。
持 ち 物◆屋外作業に適した服装（帽子・長靴など）、作
　　　　　業用手袋、飲み物

町では、令和３年度から美郷雪華（白色ラベンダー）、レンコン、セリを美郷ブランド作物として推進しています。
上記のとおり活動していますので、ご興味をお持ちの方はぜひ下記へお問い合わせください。

申・問●町農政課　農業振興班 ☎0187（84）4908

美郷ブランド作物栽培勉強会
―  M I S A T O  B R A N D  F A R M  P R O D U C T S  ―

問い合わせ●町住民生活課　　戸籍年金班　　☎0187(84)4903
　　　　　　大曲年金事務所　お客様相談室　☎0187(63)2296

国民年金に関するお知らせ国民年金に関するお知らせ
「年金生活者支援給付金」について

■対象者
①老齢基礎年金を受給している方で、次の要件をすべて
　満たす方
　・６５歳以上
　・世帯全員の住民税が非課税
　・前年の年金収入額とその他所得額の合計が次のとお
　　りの方
　⑴昭和３１年４月２日以後生まれの方
　　７８９,３００円以下（789,300円を超え889,300円以下
　　の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支
　　給されます）
　⑵昭和３１年４月１日以前生まれの方
　　７８７,７００円以下（787,700円を超え887,700円以下
　　の方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支
　　給されます）

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金生活者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。新たに給付金を受け取ることができる方には、日本年金機構から請求手続きの
案内が、９月初旬ころから郵送されますので、請求書（はがき）を日本年金機構に提出してください。請求書に記載された提出
期限を過ぎた場合でも、令和７年１月６日㈪までの提出分（必着）に限り、令和６年１０月分からさかのぼって支給されます。令和
７年１月７日㈫以降は、日本年金機構が請求書を受け付けた月の翌月分からの支給となります。

年金生活者支援給付金をかたる「詐欺」にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料等の金銭を
求めたりすることはありません。

②障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方で、
　前年の所得額が「４,７２１,０００円（※１）+扶養親族の人数
　×３８万円（※２）」以下の方
　（※１）障害年金、遺族年金などの非課税収入は、年金生活
　　者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
　（※２）同一生計配偶者のうち７０歳以上の方または老人扶
　　養親族の場合は４８万円、特定扶養親族または１６歳以
　　上１９歳未満の扶養親族の場合は６３万円となります。

●年金生活者支援給付金を受給されている方で支給
　要件を満たす場合、新たな手続きは不要です。
●これから年金を受給される方は、年金の請求手続き
　と併せて年金生活者支援給付金請求書を提出してく
　ださい。
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大澤 夏美（著）

塚本 哲生（著）
稲葉 可奈子（著）

舛田 光洋・宮本 さおり（著）
江田 証（著）

堀部 美奈子（著）
今村 昌弘（著）

宇津木 健太郎（著）
君嶋 彼方（著）
森永 卓郎（著）

ミュージアムと生きていく
経済のわからないことを結論から教えてくれる本

シン・働き方
賢い子の「そうじ力」
おなかの不調
和菓子の愉しみ
明智恭介の奔走
猫と罰
一番の恋人
がん闘病日記 お金よりずっと大切なこと

科学のおんどく 考える力がぐんぐん伸びる！

海のエイリアン図鑑
放課後ミステリクラブ 4 密室のウサギ小屋事件

ふしぎなつうがくろ
ひみつの相関図ノート

篠原 菊紀（監修）
山崎 陽子・山本 晴美（文）

知念 実希人（作）
花里 真希（さく）

望月 麻衣ほか（作）

図解いちばんやさしく丁寧に書いた相続登記の本

にっぽん味噌蔵めぐり
サンショウウオの四十九日
キャラ絵で学ぶ！日本のお祭り図鑑
パンダのソフトクリームやさん

山口 里美（監修）
岩木 みさき（著）
朝比奈 秋（著）
山折 哲雄（監修）
小川 かなこ（さく）

したきりすずめ
ちんあなごのしんかいツアー
さがして！みつけて！世界で旅あそび
タケシのせかい
ちょっぴりながもちするそうです

いもとようこ（文・絵）
大塚 健太（作）

しんたに ともこ（作）
室井 滋（文）

ヨシタケ シンスケ（著）

　「レファレンス」とは、本など資料を使って調べもののお
手伝いをする図書館のサービスのことです。「○○の使い
方について詳しく知りたい」「□□について載っている本は
ないか」など、日ごろ疑問に思っていることや深く調べてみ
たいことはありませんか。図書館がその疑問の解決のお手
伝いをします。利用料金は一切かかりません。お気軽に図
書館カウンターまでお問い合わせください。
※質問の内容によっては回答までにお時間をいただく場合
　や、レファレンスそのものに応じられない場合もあります。
　あらかじめご了承ください。

今月のオススメ
問●美郷町学友館  ☎0187（84）4040

　　町立図書館  ☎0187（84）4920

「レファレンスサービス」

新刊図書のご案内

問い合わせ●介護保険事務所　保険給付班　☎0187(86)3911　FAX0187（86）3914

介護保険事務所からのお知らせ介護保険事務所からのお知らせ

　住宅改修費の支給に係る受領委任払事業者は登録申請
が必要となり、下記日程の研修会を受講された事業者のみ登
録申請が可能になります。また、令和３年度から令和５年度に
登録された事業者も今回の更新登録研修会を受講していた
だくことで受領委任払事業者の更新登録が継続されます。こ
の研修では、受領委任払いを利用して住宅改修を行った際の
流れや、介護給付の対象になる住宅改修の項目、よくある質
問などを内容とします。
日　　時◆新規：１１月１１日㈪　午後１時３０分～午後３時３０分
　　　　　　　 　　　　　　 （受付：午後１時１０分～）
　　　　　更新：１１月１１日㈪　午後２時３０分～午後３時３０分
　　　　　　　 　　　　　　 （受付：午後２時１０分～）

会　　場◆仙北ふれあい文化センター
　　　　　（大仙市堀見内）
申込期限◆11月1日㈮
※申込書は「OS介護ネット（http://www.oskaigo
　net.or.jp/）」よりダウンロードし、FAXまたは郵
　送にてお申し込みください。

介護保険住宅改修受領委任払事業者の
新規・更新登録研修会の開催について

　被保険者から受領委任を受けた住宅改修業者
には、介護給付内工事代金の１割、2割または３割
が被保険者から支払われ、残りの９割、8割または
７割が介護保険事務所から支払われる制度です。

受領委任払いとは

ご存じ
ですか？
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